
定額給付金等受付出張窓口定額給付金等受付出張窓口定額給付金等受付出張窓口定額給付金等受付出張窓口をををを開設開設開設開設しますしますしますします    

 

下記の日程で定額給付金・子育て応援特別手当の受付出張窓口を設けますので、

ご利用ください。 

巡回日 巡回時間 巡回場所 

午前９時～１０時２０分 新町区公民館 

午前１０時３０分～正午 新堂区公民館 

午後１時３０分～２時５０分 船岡文化センター 

４月１６日（木） 

午後３時～４時３０分 園部北部コミュニティーセンター 

午前９時～１０時２０分 園部仁江文化センター 

午前１０時３０分～正午 竹井区公民館 

午後１時３０分～２時５０分 宍人区公民館 

４月１７日（金） 

午後３時～４時３０分 口人区公民館 

午前９時～１０時２０分 園部埴生文化センター 

午前１０時３０分～正午 天引公民館 

午後１時３０分～２時５０分 大河内公民館 

４月２０日（月） 

午後３時～４時３０分 若森区公民館 

午前９時～１０時２０分 横田区公民館 

午前１０時３０分～正午 園部南部コミュニティーセンター ４月２１日（火） 

午後１時３０分～２時５０分 小山西町教育集会所 

また、下記のとおり休日窓口を開設します。 

４月１８日（土） 

４月１９日（日） 

午前８時３０分～午後５時１５分 本庁２号棟１階給付金受付会場 

 

＜出張窓口・休日窓口にお持ちいただくもの＞ 

①申請書、②印鑑、③運転免許証や保険証など本人確認できる書類、④預貯金通帳 

※③、④は会場でコピーをしますのでご利用ください。 

 

◇問合せ先 定額給付金・子育て応援特別手当事業実施本部 TEL（0771）68-0066 

南丹市福祉南丹市福祉南丹市福祉南丹市福祉タクシータクシータクシータクシー利用券利用券利用券利用券のののの交付申請交付申請交付申請交付申請についてについてについてについて    

    

外出困難な方、自力での交通機関の利用が困難な方で、障がいのある在宅の方を

対象に福祉タクシー利用券を交付します。 

●対象者対象者対象者対象者 下記のいずれかにあてはまる手帳をお持ちの在宅の方 

（一部、所得制限あり） 

手帳（障害）の種類 等級 交付枚数 

じん臓機能障害 １・３級 

・４月申請で２０，０００円分／年 

（１００円券２００枚） 

・５月以降の申請は、申請月から 

１月あたり１６枚分 

視覚障害、 

下肢、体幹、移動機能障害 

１・２級 

心臓、呼吸器、ぼうこう、直

腸、小腸機能障害 

１級 

療育手帳 Ａ 

・４月申請で１０，０００円分／年 

（１００円券１００枚） 

・５月以降の申請は、申請月から 

１月あたり８枚分 

※申請の際には、身体障害者手帳あるいは療育手帳、印鑑をご持参ください。 

 

◇申込・問合せ先 社会福祉課 障害者福祉係 TEL（0771）68-0007 

各支所 健康福祉課 TEL 八木（0771）68-0022 

日吉（0771）68-0032 美山（0771）68-0041 

「「「「手話教室手話教室手話教室手話教室・・・・入門入門入門入門」」」」講座講座講座講座のののの受講者募集受講者募集受講者募集受講者募集    

 

初めて手話を学ぶ方を対象とした手話教室を開講します。手話であいさつや自己

紹介ができるよう、春から手話を学んでみませんか。 

●日日日日時時時時 ５月９日～７月１８日の毎週土曜日（全９回）午前１０時～午後３時 

※ただし、５月３０日、６月２７日は休み 

※６月２５日（木）特別講座（聴覚障がいのある方との交流など） 

●場所場所場所場所 南丹市園部公民館 ３階 中研修室 

●対象者対象者対象者対象者 市内に在住、在勤、在学の１６歳以上で手話を初めて学ぶ方。 

●費用費用費用費用 受講料は無料（ただし、テキスト代１，２００円、特別講座は実費負担） 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ４月２８日（火）までに下記申込・問合せ先へお申し込みください。 

 

◇申込・問合せ先 社会福祉課 障害者福祉係 TEL（0771）68-0007 

各支所 健康福祉課 TEL 八木（0771）68-0022 

日吉（0771）68-0032 美山（0771）68-0041 

「「「「ふれあいふれあいふれあいふれあい教室教室教室教室」」」」開催開催開催開催のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

高齢者の方の憩いの場として、地域の公民館などで趣味活動をする「ふれあい教

室」を実施しています。内容は、手作業（手芸）、絵手紙、陶芸、園芸、お茶、歌と

手遊び、栄養と体操など、講師が優しく指導します。皆さんと楽しい時間を過ごし

てみませんか。初めての方もお気軽にご参加ください。 

●対象者対象者対象者対象者 園部地域にお住まいのおおむね６５歳以上で、介護保険の認定を受けら

れていない方 

●実施日程実施日程実施日程実施日程（月１回実施） 

実施日 実施場所 

第１火曜日 千妻区公民館、曽我谷公民館、高屋区公民館 

第２火曜日 殿谷区公民館 

●実施日程実施日程実施日程実施日程（月２回実施） 

実施日 実施場所 

第１・３火曜日 

新町区公民館、小山西町教育集会所、美園町区公民館 

園部南部コミュニティーセンター、園部北部コミュニティーセンタ

ー、船岡文化センター、越方公民館 

第２・４火曜日 

黒田区公民館、竹井区公民館、仁江区公民館、大西公民館 

半田区公民館、埴生公民館、天引公民館、大河内公民館 

●時間時間時間時間 午前９時３０分～１１時３０分 

●負担金負担金負担金負担金 手作業（手芸）材料代５００円、お茶代２００円、陶芸５００円、園芸

７００円、絵手紙の道具代２,０００円程度（初回のみ） 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ふれあい教室会場で申込者・誓約書に記入していただきます。初回に

印鑑を持参ください。なお、年間を通して随時受け付けしています。 

 

◇問合せ先 南丹市福祉シルバー人材センター TEL（0771）63-5320 

平成平成平成平成２１２１２１２１年度母子家庭奨学金年度母子家庭奨学金年度母子家庭奨学金年度母子家庭奨学金などのなどのなどのなどの支給申請支給申請支給申請支給申請のごのごのごのご案内案内案内案内    

  

京都府では、母子家庭の福祉を推進し、経済的かつ精神的な面を援助するため、教

育または養育に要する経費に対し奨学金、高等学校入学支度金を支給する母子家庭

奨学金支給制度を設けています。 

●申請申請申請申請にににに必要必要必要必要なものなものなものなもの ①印鑑、②預貯金通帳（申請者名義の普通口座）、③母子福祉

推進員または民生児童委員の証明、※高校生は在学証明が必要 

●支給金額支給金額支給金額支給金額（（（（１１１１年分年分年分年分）））） 乳幼児 １人あたり１１，０００円 

           小学生 １人あたり２１，５００円 

           中学生 １人あたり４３，０００円 

           高校生 １人あたり６４，０００円 

           ※高等学校入学支度金 １人あたり３５，０００円 

●申請期限申請期限申請期限申請期限 ５月２９日（金） ●申請場所申請場所申請場所申請場所 子育て支援課または各支所健康福祉課 

※母子福祉推進員または民生児童委員の証明のない申請書の受付はできませんので

注意してください。（母子福祉推進員の証明は、証明日を設けていますので下記ま

でお問い合わせください） 

※４月１日以降に支給対象（新規）となった方などは、申請月の翌月分から月割支

給となります。 

※母子家庭奨学金などの給付を受けると、高等学校等修学資金の貸与は受けられな

くなりますのでご了承ください。 

 

◇申込・問合せ先 子育て支援課 子育て支援係 TEL（0771）68-0017 

各支所 健康福祉課 TEL 八木（0771）68-0022 

日吉（0771）68-0032 美山（0771）68-0041 
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